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(57)【要約】
【課題】被検体に関する複数の画像における注目部位の
比較を容易かつ正確に行なうことができ、なおかつ複数
の画像の表示倍率が異なっていても、注目部位の比較を
行なうための表示の設定を容易に行なうことができる画
像診断装置を提供する。
【解決手段】超音波診断装置の表示超音波画像作成部５
１が、表示倍率が異なる複数の超音波画像Ｇ１，Ｇ２を
作成し、指示表示設定部５２が、超音波画像Ｇ１に軌跡
Ｔ１を設定するとともに、超音波画像Ｇ２にも超音波画
像Ｇ１において軌跡Ｔ１によって指示された位置と対応
する位置に、超音波画像Ｇ２の表示倍率に合わせた軌跡
Ｔ２を設定することを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部に表示される被検体に関する複数の画像を作成する画像作成部であって、前記複
数の画像の中の一の画像の表示倍率と他の画像の表示倍率とが異なるように各画像を作成
する画像作成部と、
　前記一の画像に注目部位を示す指示表示を設定するとともに、前記他の画像にも、前記
一の画像において前記指示表示によって指示された位置と対応する位置に、前記他の画像
の表示倍率に合わせた指示表示を設定する指示表示設定部と、
　を備えることを特徴とする画像診断装置。
【請求項２】
　前記指示表示の位置情報を入力する位置情報入力部を備え、
　前記指示表示設定部は、前記位置情報入力部から入力された位置情報に基づいて、前記
指示表示の設定を行なう
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像診断装置。
【請求項３】
　前記指示表示の位置情報として、前記一の画像における注目部位を指示する指示表示の
位置情報が入力されることを特徴とする請求項２に記載の画像診断装置。
【請求項４】
　前記一の画像の表示倍率が、前記他の画像の表示倍率よりも大きいことを特徴とする請
求項１～３のいずれか一項に記載の画像診断装置。
【請求項５】
　前記各画像の表示倍率を入力する倍率入力部を備え、
　前記画像作成部は、前記倍率入力部によって入力された表示倍率に基づいて、前記画像
の作成を行う
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の画像診断装置。
【請求項６】
　前記指示表示に基づいて、前記一の画像における注目部位の画像計測を行なう計測部を
備えることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の画像診断装置。
【請求項７】
　前記指示表示は、前記一の画像と前記他の画像とでは異なる表示形態で表示されること
を特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の画像診断装置。
【請求項８】
　前記指示表示は、前記一の画像と前記他の画像とでは異なる色又は異なる線の種類とな
っていることを特徴とする請求項７に記載の画像診断装置。
【請求項９】
　前記画像作成部により作成される複数の画像は、リアルタイムで取得されたデータに基
づくリアルタイム画像と、過去に取得されたデータに基づく過去画像であることを特徴と
する請求項１～８のいずれか一項に記載の画像診断装置。
【請求項１０】
　前記画像作成部により作成される複数の画像は、過去の異なる時点に取得されたデータ
に基づく過去画像であることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の画像診断
装置。
【請求項１１】
　前記各画像に表示された前記指示表示を編集するための編集手段を備えることを特徴と
する請求項１～１０のいずれか一項に記載の画像診断装置。
【請求項１２】
　前記編集手段によって前記指示表示が編集されると、前記計測部は編集後の指示表示に
基づいて計測を行なうことを特徴とする請求項１１に記載の画像診断装置。
【請求項１３】
　前記指示表示は、円、楕円、多角形又は線分のいずれかであることを特徴とする請求項
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１～１２のいずれか一項に記載の画像診断装置。
【請求項１４】
　前記指示表示は、前記位置情報入力部で指定される位置の軌跡であることを特徴とする
請求項２～１２のいずれか一項に記載の画像診断装置。
【請求項１５】
　前記位置情報入力部は、前記一の画像に表示されるカーソルの位置情報を入力し、
　前記指示表示設定部は、前記位置情報入力部から入力されたカーソルの位置情報に基づ
いて前記指示表示の設定を行なう
　ことを特徴とする請求項２～１４のいずれか一項に記載の画像診断装置。
【請求項１６】
　被検体への超音波の送受信を行なう超音波プローブと、
　該超音波プローブで得られたエコーデータに基づいて、表示部に表示される被検体に関
する複数の超音波画像を作成する画像作成部であって、前記複数の超音波画像の中の一の
超音波画像の表示倍率と他の超音波画像の表示倍率とが異なるように各超音波画像を作成
する画像作成部と、
　前記一の超音波画像に注目部位を示す指示表示を設定するとともに、前記他の超音波画
像にも、前記一の超音波画像において前記指示表示によって指示された位置と対応する位
置に、前記他の超音波画像の表示倍率に合わせた指示表示を設定する指示表示設定部と、
　を備えることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１７】
　表示部に被検体に関する画像を表示する画像診断装置に、
　前記表示部に表示する被検体の画像として、表示倍率が異なる複数の画像を作成する画
像作成機能と、
　前記複数の画像のうち、一の画像に注目部位を示す指示表示を設定するとともに、他の
画像にも前記一の画像において前記指示表示によって指示された位置と対応する位置に、
前記他の画像の表示倍率に合わせた指示表示を設定する指示表示設定機能と、
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体に関する画像を表示し、この画像における注目部位の大きさの計測な
どを行なうために、前記画像の注目部位を指示する指示表示を表示する画像診断装置、超
音波診断装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体に関する画像における注目部位の大きさの計測などを行うために、前記画像の注
目部位を指示する指示表示を表示する画像診断装置として、例えば特許文献１には、被検
体の超音波画像に、トレース（ｔｒａｃｅ）等の計測パターンを、注目部位を指示する指
示表示として設定し、この計測パターンで指示された注目部位の大きさなどを測定する超
音波診断装置が開示されている。このような計測パターンを用いた測定は、単に一枚の超
音波画像中で行なわれるのみならず、複数の超音波画像のそれぞれの対応部分を比較する
ために行なわれる場合もある。例えば、超音波画像における腫瘍の治療前と治療後の大き
さの比較や、心臓の拡張期と収縮期の大きさの比較を行なうために、治療前及び治療後の
各超音波画像、或いは心臓の拡張期及び収縮期の各超音波画像に、それぞれの注目部位の
大きさに合わせて計測パターンを表示させ、各計測パターンに基づいて算出された計測値
を比較することが行なわれる。
【特許文献１】特開平６－１７８７７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　しかし、上述のような計測値の比較では、直感的或いは視覚的に分かりずらい。また、
注目部位の形状を比較したい場合、正確な比較を行なうことができない。
【０００４】
　そこで、本願発明者は、被検体に関する複数の画像のうち、一の画像において注目部位
を指示する指示表示を、他の画像の対応位置にも表示させることについて、鋭意検討した
。しかし、例えば前記指示表示により一の画像における注目部位を指示する際に、より正
確に指示するため、一の画像を拡大して表示したいという要望がある。従って、前記のよ
うに一の画像における注目部位を指示する指示表示を、他の画像の対応位置にも表示させ
るにあたり、一の画像と他の画像の表示倍率が異なる場合を考慮する必要がある。
【０００５】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、その解決しようとする課題は、
被検体に関する複数の画像における注目部位の比較を容易かつ正確に行なうことができ、
なおかつ複数の画像の表示倍率が異なっていても、注目部位の比較を行なうための表示の
設定を容易に行なうことができる画像診断装置、超音波診断装置及びプログラムを提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、前記課題を解決するためになされたもので、第１の観点の発明は、表示部
に表示される被検体に関する複数の画像を作成する画像作成部であって、前記複数の画像
の中の一の画像の表示倍率と他の画像の表示倍率とが異なるように各画像を作成する画像
作成部と、前記一の画像に注目部位を示す指示表示を設定するとともに、前記他の画像に
も、前記一の画像において前記指示表示によって指示された位置と対応する位置に、前記
他の画像の表示倍率に合わせた指示表示を設定する指示表示設定部と、を備えることを特
徴とする画像診断装置である。
【０００７】
　第２の観点の発明は、第１の観点の発明において、前記指示表示の位置情報を入力する
位置情報入力部を備え、前記指示表示設定部は、前記位置情報入力部から入力された位置
情報に基づいて、前記指示表示の設定を行なうことを特徴とする画像診断装置である。
【０００８】
　第３の観点の発明は、第２の観点の発明において、前記指示表示の位置情報として、前
記一の画像における注目部位を指示する指示表示の位置情報が入力されることを特徴とす
る画像診断装置である。
【０００９】
　第４の観点の発明は、第１～３のいずれか一の観点の発明において、前記一の画像の表
示倍率が、前記他の画像の表示倍率よりも大きいことを特徴とする画像診断装置である。
【００１０】
　第５の観点の発明は、第１～４のいずれか一の観点の発明において、前記各画像の表示
倍率を入力する倍率入力部を備え、前記画像作成部は、前記倍率入力部によって入力され
た表示倍率に基づいて、前記画像の作成を行うことを特徴とする画像診断装置である。
【００１１】
　第６の観点の発明は、第１～５のいずれか一の観点の発明において、前記指示表示に基
づいて、前記一の画像における注目部位の画像計測を行なう計測部を備えることを特徴と
する画像診断装置である。
【００１２】
　第７の観点の発明は、第１～６のいずれか一の観点の発明において、前記指示表示は、
前記一の画像と前記他の画像とでは異なる表示形態で表示されることを特徴とする画像診
断装置である。
【００１３】
　第８の観点の発明は、第７の観点の発明において、前記指示表示は、前記一の画像と前
記他の画像とでは異なる色又は異なる線の種類となっていることを特徴とする画像診断装
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置である。
【００１４】
　第９の観点の発明は、第１～８のいずれか一の観点の発明において、前記画像作成部に
より作成される複数の画像は、リアルタイムで取得されたデータに基づくリアルタイム画
像と、過去に取得されたデータに基づく過去画像であることを特徴とする画像診断装置で
ある。
【００１５】
　第１０の観点の発明は、第１～８のいずれか一の観点の発明において、前記画像作成部
により作成される複数の画像は、過去の異なる時点に取得されたデータに基づく過去画像
であることを特徴とする画像診断装置である。
【００１６】
　第１１の観点の発明は、第１～１０のいずれか一の観点の発明において、前記各画像に
表示された前記指示表示を編集するための編集手段を備えることを特徴とする画像診断装
置である。
【００１７】
　第１２の観点の発明は、第１１の観点の発明において、前記編集手段によって前記指示
表示が編集されると、前記計測部は編集後の指示表示に基づいて計測を行なうことを特徴
とする画像診断装置である。
【００１８】
　第１３の観点の発明は、第１～１２のいずれか一の観点の発明において、前記指示表示
は、円、楕円、多角形又は線分のいずれかであることを特徴とする画像診断装置である。
【００１９】
　第１４の観点の発明は、前記指示表示は、前記位置情報入力部で指定される位置の軌跡
であることを特徴とする画像診断装置である。
【００２０】
　第１５の観点の発明は、第２～１４のいずれか一の観点の発明において、前記位置情報
入力部は、前記一の画像に表示されるカーソルの位置情報を入力し、前記指示表示設定部
は、前記位置情報入力部から入力されたカーソルの位置情報に基づいて前記指示表示の設
定を行なうことを特徴とする画像診断装置である。
【００２１】
　第１６の観点の発明は、被検体への超音波の送受信を行なう超音波プローブと、該超音
波プローブで得られたエコーデータに基づいて、表示部に表示される被検体に関する複数
の超音波画像を作成する画像作成部であって、前記複数の超音波画像の中の一の超音波画
像の表示倍率と他の超音波画像の表示倍率とが異なるように各超音波画像を作成する画像
作成部と、前記一の超音波画像に注目部位を示す指示表示を設定するとともに、前記他の
超音波画像にも、前記一の超音波画像において前記指示表示によって指示された位置と対
応する位置に、前記他の超音波画像の表示倍率に合わせた指示表示を設定する指示表示設
定部と、を備えることを特徴とする超音波診断装置である。
【００２２】
　第１７の観点の発明は、表示部に被検体に関する画像を表示する画像診断装置に、前記
表示部に表示する被検体の画像として、表示倍率が異なる複数の画像を作成する画像作成
機能と、前記複数の画像のうち、一の画像に注目部位を示す指示表示を設定するとともに
、他の画像にも前記一の画像において前記指示表示によって指示された位置と対応する位
置に、前記他の画像の表示倍率に合わせた指示表示を設定する指示表示設定機能と、を実
行させることを特徴とするプログラムである。
【発明の効果】
【００２３】
　第１の観点の発明によれば、前記一の画像に指示表示が表示されるとともに、前記他の
画像にも前記一の画像において前記指示表示によって指示された位置と対応する位置に、
前記他の画像の表示倍率に合わせた指示表示が表示されるので、注目部位の比較を容易か
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つ正確に行なうことができる。また、前記一の画像と前記他の画像の表示倍率が異なって
いても、前記指示表示設定部によって、表示倍率の違いに対応して前記指示表示の設定を
容易に行なうことができる。
【００２４】
　第２の観点によれば、前記位置情報入力部から前記指示表示の位置情報を入力すること
により、前記一の画像と前記他の画像に指示表示の設定を行なうことができる。
【００２５】
　第３の観点の発明によれば、前記位置情報入力部から前記一の画像における注目部位を
指示する指示表示の位置情報を入力することにより、前記一の画像と前記他の画像に前記
指示表示の設定を行なうことができる。
【００２６】
　第４の観点の発明によれば、前記一の画像の表示倍率が、前記他の画像の表示倍率より
も大きいので、前記一の画像における注目部位を指示する指示表示の位置情報の入力を行
う場合に、前記指示表示によって注目部位を容易かつ正確に指示することができる。
【００２７】
　第５の観点の発明によれば、前記倍率入力部により、前記各画像について任意の表示倍
率を入力することにより、任意の表示倍率の画像を得ることができる。
【００２８】
　第６の観点の発明によれば、前記計測部により、前記一の画像における注目部位の計測
値を得ることができる。
【００２９】
　第７の観点の発明によれば、前記一の画像の指示表示と前記他の画像の指示表示とが異
なる表示形態になっているので、両者を容易に区別することができる。
【００３０】
　第８の観点の発明によれば、前記一の画像の指示表示と前記他の画像の指示表示とが異
なる色又は異なる線の種類となっており、表示形態が異なっているので、両者を容易に区
別することができる。
【００３１】
　第９の観点の発明によれば、リアルタイム画像と過去画像のそれぞれの注目部位の比較
を行なうことができる。
【００３２】
　第１０の観点の発明によれば、複数の過去画像のそれぞれの注目部位の比較を行なうこ
とができる。
【００３３】
　第１１の観点の発明によれば、前記各画像に前記指示表示が一旦表示された後に、この
指示表示を前記編集手段によって編集することができる。
【００３４】
　第１２の観点の発明によれば、編集後の指示表示に基づく計測値を得ることができる。
【００３５】
　第１３の観点の発明によれば、円、楕円、多角形又は線分のいずれかにより注目部位が
指示される。
【００３６】
　第１４の観点の発明によれば、前記位置情報入力部で指定される位置の軌跡により注目
部位が指示される。
【００３７】
　第１５の観点の発明によれば、前記一の画像に表示されたカーソルに基づいて前記指示
表示の設定を行なうことができる。
【００３８】
　第１６の観点の発明によれば、第１の観点の発明と同様の効果を有する超音波診断装置
を得ることができる。
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【００３９】
　第１７の観点の発明によれば、第１の観点の発明と同様の効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、本発明の実施形態について図面に基づいて詳細に説明する。以下、本発明の実施
形態として、超音波診断装置を挙げて説明する。図１は、本発明の実施形態における超音
波診断装置の構成を示すブロック図、図２は、図１に示す超音波診断装置における画像表
示制御部及び制御部の詳細構成を示すブロック図、図３は、指示表示の一例を示す図、図
４～図６は、図１に示す超音波診断装置の表示部に表示された画像を示す図である。
【００４１】
　図１に示す超音波診断装置１は、超音波の送受信を行う超音波プローブ２と、この超音
波プローブ２を駆動させてスキャン面を走査し、また前記超音波プローブ２で得られたエ
コー信号について、整相加算処理等の信号処理を行って音線信号とする送受信部３と、こ
の送受信部３から出力された音線信号について、対数増幅処理、包絡線検波処理等の信号
処理を行って超音波画像信号とする画像信号処理部４と、この画像信号処理部４等から出
力された超音波画像信号等に基づいて画像データを作成し、後述する表示部６に超音波画
像を表示させる画像表示制御部５と、超音波画像が表示される表示部６とを備える。
【００４２】
　また、前記超音波診断装置１は、装置全体を制御する制御部７と、超音波画像データや
プログラム等を記憶する記憶部８と、キーボード及びポインティングデバイスを含み、操
作者が指示を入力する操作部９とを備えている。
【００４３】
　前記画像表示制御部５は、図２に示すように、前記表示部６に表示される被検体に関す
る超音波画像を作成する表示超音波画像作成部５１と、この表示超音波画像作成部５１に
よって作成された超音波画像に、注目部位を示す指示表示を設定する指示表示設定部５２
とを有する。
【００４４】
　前記表示超音波画像作成部５１は、本発明における画像作成部の実施の形態の一例であ
り、前記表示部６の表示区画Ｂ１，Ｂ２のそれぞれに表示される超音波画像Ｇ１，Ｇ２を
作成する。前記表示超音波画像作成部５１は、前記画像信号処理部４からの超音波画像信
号や、前記記憶部８に記憶された超音波画像データに基づいて、超音波画像Ｇ１，Ｇ２を
作成する。これら各超音波画像Ｇ１，Ｇ２は、それぞれ表示倍率が異なっている。前記表
示超音波画像作成部５１は、前記制御部７から入力される表示倍率情報７２に基づいて、
所定の表示倍率の前記各超音波画像Ｇ１，Ｇ２を作成するようになっている。
【００４５】
　また、前記各超音波画像Ｇ１，Ｇ２は、被検体の同一部位について、異なる時点に取得
されたエコーデータに基づく画像になっている。例えば、前記各超音波画像Ｇ１，Ｇ２は
、被検体の同一部位について、リアルタイムに取得されたエコーデータに基づくリアルタ
イム画像と、過去に取得されたエコーデータに基づく過去画像である。また、前記各超音
波画像Ｇ１，Ｇ２は、被検体の同一部位について、過去の異なる時点に取得されたデータ
に基づく過去画像であってもよい。
【００４６】
　本例では、前記超音波画像Ｇ１の注目部位として、腫瘍Ａ（図４～６参照）を前記指示
表示（具体的には、後述の軌跡Ｔ）で指示し、この腫瘍Ａの大きさを計測するようになっ
ている。前記超音波画像Ｇ１は、本発明における一の画像の実施の形態の一例である。一
方、前記超音波画像Ｇ２は、本発明における他の画像の実施の形態の一例である。
【００４７】
　前記指示表示設定部５２は、本発明における指示表示設定部の実施の形態の一例である
。この指示表示設定部５２は、本例では前記指示表示として、注目部位の大きさを計測す
るための計測パターンを表示するようになっている。本例では、計測パターンとして、図
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３に示すように、超音波画像中のカーソルＣの軌跡Ｔ（トレース）が表示されるようにな
っている。
【００４８】
　前記指示表示設定部５２は、前記各超音波画像Ｇ１，Ｇ２に前記指示表示を設定する。
そして、前記指示表示設定部５２は、前記制御部７から入力される位置情報７１に基づい
て、超音波画像Ｇ１に前記指示表示を設定するとともに、超音波画像Ｇ２にも、超音波画
像Ｇ１において前記指示表示で指示された位置と対応する位置に、超音波画像Ｇ２の表示
倍率に合わせた指示表示を設定する。
【００４９】
　ここで、前記超音波画像Ｇ１に表示される指示表示と、前記超音波画像Ｇ２に表示され
る指示表示は表示形態が異なっている。ここに、表示形態とは、線種や色などを含む概念
である。このように、前記各指示表示の線種や色などが異なることにより、両者を容易に
区別することができるようになっている。本例では、前記超音波画像Ｇ１に表示される軌
跡Ｔ１は破線であり、また前記超音波画像Ｇ２に表示される軌跡Ｔ２は一点鎖線である（
図５，６参照）。軌跡Ｔ１と軌跡Ｔ２の色が異なっていてもよい。
【００５０】
　前記制御部７は、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
で構成され、前記記憶部８に記憶された制御プログラムを実行することにより、前記超音
波診断装置１の各部の機能を実行するするようになっている。本発明における画像作成機
能及び指示表示設定機能も、前記制御部７による制御プログラムの実行により、実行され
る。
【００５１】
　また、前記制御部７は、前記指示表示の位置情報７１を有する。この位置情報７１とし
ては、前記操作部９のポインティングデバイス（図示省略）から、カーソルＣの位置情報
が入力される。上述のように、前記指示表示は、カーソルＣの軌跡Ｔであり、前記位置情
報７１としては、軌跡Ｔ上の各点位置情報が入力されるようになっている。前記位置情報
７１は、前記ポインティングデバイスからの入力があるごとに更新され、随時前記指示表
示設定部５２へ出力されるようになっている。前記操作部９は、本発明における位置情報
入力部の実施の形態の一例である。
【００５２】
　ここで、前記操作部９により、前記各超音波画像Ｇ１，Ｇ２中に一旦設定された前記指
示表示の移動、回転、反転や大きさ及び形状の変更などの編集を行なうことができるよう
になっている。具体的には、前記ポインティングデバイスにより、前記指示表示にカーソ
ルＣを合わせてドラッグ操作を行なうと、前記指示表示の位置情報が更新され、前記指示
表示の移動や大きさ及び形状を変更することができるようになっている。前記操作部９は
、本発明における編集手段の実施の形態の一例である。
【００５３】
　また、前記制御部７は、超音波画像の表示倍率情報７２を有する。この表示倍率情報７
２は、前記操作部９のキーボード（図示省略）から入力される。この表示倍率情報７２は
、前記表示超音波画像作成部５１へ出力されるようになっている。前記操作部９は、本発
明における倍率入力部の実施の形態の一例である。
【００５４】
　さらに、前記制御部７は、前記指示表示の位置情報７１に基づいて画像計測を行う計測
部７３を備えている。この計測部７３は、軌跡Ｔで囲まれる領域の面積を算出する。算出
値は、特に図示しないが、前記表示部６に表示されるようになっていてもよい。
【００５５】
　ちなみに、前記計測部７３は、前記位置情報７１が更新されると、画像計測を再度行い
、計測値を更新するようになっている。
【００５６】
　さて、本例の超音波診断装置１の作用について説明する。先ず、操作者の指示により、
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前記表示超音波画像作成部５１は、図４に示すように、前記表示部６の表示区画Ｂ１，Ｂ
２に、超音波画像Ｇ１，Ｇ２を表示させる。ここでは、前記超音波画像Ｇ１は前記記憶部
８に記憶された過去画像であり、一方で前記超音波画像Ｇ２はリアルタイムで取得された
データに基づくリアルタイム画像である。ちなみに、前記超音波画像Ｇ１は、腫瘍Ａを治
療する前の画像であり、一方で前記超音波画像Ｇ２は、治療後の画像になっている。治療
後の超音波画像Ｇ２では、治療によって腫瘍Ａが小さくなり、腫瘍Ａ′になっている。
【００５７】
　前記表示超音波画像作成部５１は、前記制御部７によって前記記憶部８から読み出され
た画像データが入力され、前記超音波画像Ｇ１を作成し、前記表示区画Ｂ１に表示する。
また、前記表示超音波画像作成部５１は、前記画像信号処理部４から入力される超音波画
像信号に基づいて、前記超音波画像Ｇ２を作成し、前記表示区画Ｂ２に表示する。
【００５８】
　前記各超音波画像Ｇ１，Ｇ２は、所定の表示倍率で表示される。これら各超音波画像Ｇ
１，Ｇ２の表示倍率は、これら各超音波画像Ｇ１，Ｇ２を表示する直前に前記操作部９か
ら入力されたものであってもよいし、過去に前記操作部９から入力されて記憶されていた
ものであってもよい。そして、本例では前記超音波画像Ｇ２よりも前記超音波画像Ｇ１の
表示倍率の方が大きくなっており、前記超音波画像Ｇ１は前記超音波画像Ｇ２よりも拡大
された画像になっている。
【００５９】
　次に、操作者は、前記操作部９を操作して、前記指示表示を表示させる。具体的には、
操作者が前記操作部９のポインティングデバイスを用いて、図５に示すように、超音波画
像Ｇ１上に表示されたカーソルＣを、この超音波画像Ｇ１における腫瘍Ａの輪郭をなぞる
ようにして移動させると軌跡Ｔ１が表示される。このとき、前記超音波画像Ｇ１上でカー
ソルＣを移動させると、前記超音波画像Ｇ２上にも、軌跡Ｔ１に対応する位置に軌跡Ｔ２
が表示される。
【００６０】
　そして、操作者は、図６に示すように、軌跡Ｔ１によって腫瘍Ａを囲み終えると、前記
操作部９を操作して計測の指示入力を行なう。これにより、軌跡Ｔ１で囲まれた領域の面
積が計測される。
【００６１】
　以上説明した本例の超音波診断装置１によれば、前記超音波画像Ｇ１に指示表示として
軌跡Ｔ１が表示されるとともに、前記超音波画像Ｇ２にも前記超音波画像Ｇ１において前
記軌跡Ｔ１によって指示された位置と対応する位置に、前記超音波画像Ｇ２の表示倍率に
合わせた軌跡Ｔ２が表示されるので、前記超音波画像Ｇ２中において、腫瘍Ａと腫瘍Ａ′
の大きさの比較を容易かつ正確に行なうことができる。また、前記各超音波画像Ｇ１，Ｇ
２の表示倍率が異なっていても、前記指示表示設定部５２によって、表示倍率の違いに対
応して前記軌跡Ｔ２の設定を容易に行なうことができる。
【００６２】
　また、前記超音波画像Ｇ１の表示倍率が、前記超音波画像Ｇ２の表示倍率よりも大きく
、前記超音波画像Ｇ１が拡大されているので、カーソルＣによって腫瘍Ａをなぞりやすい
。また、軌跡Ｔ１によって正確に腫瘍Ａを指示することができるので、大きさの測定を正
確に行なうことができる。
【００６３】
　以上、本発明を前記実施形態によって説明したが、この発明はその主旨を変更しない範
囲で種々変更実施可能なことはもちろんである。例えば、前記指示表示は、円、楕円、多
角形又は線分などであってもよい。また、本発明は、超音波診断装置に限られるものでは
なく、例えばＸ線ＣＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）装置やＭＲＩ（Ｍａ
ｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ）装置等の画像診断装置に適用する
ことができる。
【００６４】
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　また、前記実施形態において、本発明における他の画像としては、超音波画像Ｇ２のみ
となっているが、本発明では、他の画像は複数あってもよい。すなわち、前記表示超音波
画像作成部５１は、図７に示すように、一の画像として表示区画Ｂ１に表示される超音波
画像Ｇ１を作成し、また他の画像として、複数の表示区画ＢＫ（Ｋ＝２～Ｎ（Ｎ：３以上
の自然数））のそれぞれに表示される複数の超音波画像ＧＫ（Ｋ＝２～Ｎ（Ｎ：３以上の
自然数））を作成してもよい。このとき、表示区画Ｂ２，Ｂ３，・・・，ＢＮのそれぞれ
に表示される各超音波画像Ｇ２，Ｇ３，・・・，ＧＮには、表示区画Ｂ１に表示される超
音波画像Ｇ１における指示表示（図７では図示省略）によって指示された位置と対応する
位置に、超音波画像Ｇ２，Ｇ３，・・・，ＧＮの表示倍率に合わせた指示表示（図示省略
）が表示される。
【００６５】
　ここで、各超音波画像Ｇ２，Ｇ３，・・・，ＧＮは、同じ表示倍率であってもよいし、
異なる表示倍率であってもよい。図７では、各超音波画像Ｇ２，Ｇ３，・・・，ＧＮの表
示倍率は同じ倍率になっている。ただし、一の画像と他の画像の表示倍率、すなわち超音
波画像Ｇ１と超音波画像Ｇ２，Ｇ３，・・・，ＧＮとの表示倍率は異なっている。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の実施形態における超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示す超音波診断装置における画像表示制御部及び制御部の詳細構成を示す
ブロック図である。
【図３】指示表示の一例を示す図である。
【図４】図１に示す超音波診断装置の表示部に表示された画像を示す図である。
【図５】図１に示す超音波診断装置の表示部に表示された画像を示す図である。
【図６】図１に示す超音波診断装置の表示部に表示された画像を示す図である。
【図７】表示部に表示された画像の他例を示す図である。
【符号の説明】
【００６７】
　　１　超音波診断装置
　　２　超音波プローブ
　　６　表示部
　　９　操作部（位置情報入力部、倍率入力部、編集手段）
　　５１　表示超音波画像作成部（画像作成部）
　　５２　指示表示設定部
　　７１　位置情報
　　７３　計測部
　　Ｔ　軌跡（指示表示）
　　Ｇ１　超音波画像（一の超音波画像）
　　Ｇ２，Ｇ３，ＧＮ　超音波画像（他の超音波画像）
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兴趣区域的显示器这可以由图像诊断设备执行。 超声波诊断装置的显示
超声波图像生成单元生成具有不同显示倍率的多个超声波图像G1和G2，
指令显示设置单元在超声波图像G1中设置轨迹T1并且，在超声波图像G 
2中，也在与超声波图像G 1中的轨迹T 1所指定的位置对应的位置处设定
与超声波图像G 2的显示倍率相匹配的轨迹T 2。 .The
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